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金・プラチナ取引規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、お客様と楽天証券株式会社（以下、「当社」といいます。）との間

における貴金属地金の売買取引及びその委託（以下、「金・プラチナ取引」といいます。）

に係るお客様と当社の権利義務を明確にすることを目的とします。 

２ この規定に定めの無い事項については、「総合証券取引約款」その他の規定又は約款

により取り扱うものとします。 

 

（自己責任） 

第２条 お客様は、金・プラチナ取引がリスクを伴う取引であることを理解し、自らの

責任と判断において取引するものとします。 

 

（取扱商品） 

第３条 当社が取扱う貴金属地金は、金、プラチナ及び銀とします。 

２ 前項に掲げる貴金属地金の品質は、次のとおりとします。 

（１）金 純度９９．５０％以上の金地金（ロンドン貴金属市場協会（LBMA）

の受渡供用品として規定された品質を確保したもの） 

（２）プラチナ 純度９９．９５％以上のプラチナ地金（ロンドンプラチナ＆パラジウ

ム市場（LPPM）の受渡供用品として規定された品質を確保したもの） 

（３）銀 純度９９．９０％以上の銀地金（ロンドン貴金属市場協会（LBMA）

の受渡供用品として規定された品質を確保したもの） 

 

（金・プラチナ取引に係る費用） 

第４条 当社が提示する小売価格と買取価格には差があり、当該価格差はお客様の費用

となります。 

２ お客様は、当社との間で行う金・プラチナ取引に関し、当社所定の手数料を支払う

ものとします。 

３ お客様は、購入した貴金属地金を引き出す場合、当社所定の引出料、配送料、保険

料その他当社が必要と認める費用を支払うものとします。 

 

（金・プラチナ取引の開始） 

第５条 お客様は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に、金・プラチナ取引の開

始の申込みを行うことができるものとします。 

（１）総合証券取引口座又は法人口座を開設済みであること 

（２）本規定及び金・プラチナ取引に係る取引ルールその他の規定を読み、これに同意
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していること 

（３）金・プラチナ取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解していること 

（４）自己の判断と責任において、自己のために自己の資金で取引を行うものであるこ

と 

（５）当社が電話及び電子メールにて速やかに連絡を取れるものであること 

（６）電子的方法による書面の授受に同意していること 

（７）総合証券取引口座又は法人口座その他の口座等において不足金等がないこと 

（８）前各号のほか当社が定める要件を満たしていること 

２ お客様は、当社所定の方法により前項の申込みを行い、当社がこれを承諾した場合

に、金・プラチナ取引を行うことができるものとします。 

 

（附帯サービス） 

第６条 当社は、お客様に次のサービスを提供するものとします。 

（１）貴金属地金の現物の保管 

（２）貴金属地金の価格に係る情報提供 

２ 当社は前項第２号のサービスについて手数料を設定することができるものとし、こ

の場合、お客様は当社に所定の手数料を支払うものとします。 

 

（営業日及び営業時間等） 

第７条 お客様が金・プラチナ取引（貴金属地金ごとの取引を含みます。以下、本条に

おいて同じ。）を行うことができる営業日及び営業時間等は、当社が定めます。 

２ 前項にかかわらず、当社は、臨時に金・プラチナ取引を行い、又は停止することが

できるものとします。 

３ 前項の場合、当社は、速やかに、当社が適当と判断する方法でお客様にその旨を通

知するものとします。 

 

（価格提示） 

第８条 当社は、毎営業日の当社所定時刻に、貴金属地金ごとに小売価格及び買取価格

を提示するものとし、お客様が購入する際には小売価格を、売却する場合には買取価

格をそれぞれ適用するものとします。 

 

（取引の種類） 

第９条 お客様は、次のいずれかの方法により貴金属地金を購入することができるもの

とします。 

（１）定額積立取引 

お客様が当月の定額積立取引における購入代金（手数料及び消費税を含みます。
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以下同じ。）として前月の所定の日時までに当社に申し込み、当社にあらかじめ支

払った金額、またはクレジットカード決済によりカード会社を通して払い込ませ

る金額に応じ、第 15 条に基づく積立停止又は第 18 条第１項に基づく本契約の解

除がなされるまで、当月の毎営業日に一定金額ずつ、各営業日の所定の時刻に当

社が提示する小売価格により購入申込みを行うことを当社に委託して行う取引 

（２）定量積立取引 

お客様が当月の定量積立取引における購入重量として前月の所定の日時までに当

社に申し込んだ重量に応じ、第 15 条に基づく積立停止又は第 18 条第１項に基づ

く本契約の解除がなされるまで、当月の毎営業日に一定重量ずつ、各営業日の所

定の時刻に当社が提示する小売価格により購入申込みを行うことを当社に委託し

て行う取引 

（３）スポット取引（金額指定） 

お客様が、その都度購入代金を指定して、当社が提示する小売価格により購入す

ることを申し込む取引 

（４）スポット取引（重量指定） 

お客様が、その都度購入重量を指定して、当社が提示する小売価格により購入す

ることを申し込む取引 

２ お客様は、次のいずれかの方法により貴金属地金を売却することができるものとし

ます。 

（１）スポット取引（金額指定） 

お客様が、その都度売却金額（手数料及び消費税を含みます。）を指定して、当社

が提示する買取価格により売却することを申し込む取引 

（２）スポット取引（重量指定） 

お客様が、その都度売却重量を指定して、当社が提示する買取価格により売却す

ることを申し込む取引 

３ お客様は、当社が定める申込単位により前２項の取引を行うものとします。 

４ お客様は、当社に預け入れている現金残高及び貴金属地金残高（いずれも充当可能

なものに限ります。）の範囲内（但し、既に他の取引に充当されるために拘束されてい

る資金の額を除きます。また、楽天銀行との口座連携サービス、マネーブリッジで自

動入出金（スイープ）サービスをご利用のお客様は、楽天銀行口座のご利用可能額を

加算した額の範囲内を指します。）で、第１項及び第２項の取引を行うことができるも

のとします。また、カード会社が発行するクレジットカードを利用して、クレジット

カード決済によりカード会社を通して払い込ませる方法で、第１項（１）の定額積立

取引を行うことができるものとします。 

５ 第１項第１号の定額積立取引又は同項第２号の定量積立取引による購入のそれぞれ

月単位の増額若しくは減額又は増量若しくは減量の取扱いについては、当社が別途定
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めるものとします。 

６ 当社は、お客様ごとに１回又は１日当たりの取引量の上限を別途定めることができ

るものとします。 

７ 第１項及び第２項の取引における金額又は重量の端数は、当社所定の方法により取

扱うものとします。 

 

（受渡し） 

第 10条 お客様が貴金属地金の購入を行った場合、当社は、当該購入に係る約定日の２

営業日後に、購入代金についてはお客様の預り現金残高から差し引き(楽天銀行との口

座連携サービス、マネーブリッジで自動入出金（スイープ）サービスをご利用のお客

様は、預り現金残高が不足している場合、不足している金額を楽天銀行口座から総合

証券取引口座に自動スイープし充当します。)、お客様が購入した貴金属地金について

はお客様の貴金属地金の預り残高を増加させるものとします。 

２ 前項にかかわらず、前条第１項第１号に規定する定額積立取引において、当社は、

当月の定額積立取引における購入代金については前月の所定の期日にお客様があらか

じめ設定した金額を預り現金残高から差し引き(楽天銀行との口座連携サービス、マネ

ーブリッジで自動入出金（スイープ）サービスをご利用のお客様は、預り現金残高が

不足している場合、不足している金額を楽天銀行口座から総合証券取引口座に自動ス

イープし充当します。) 、またはカード会社が発行するクレジットカードを利用して、

クレジットカード決済によりカード会社を通して払い込ませる方法によるものとし当

月の毎営業日に購入する貴金属地金については各購入日の２営業日後にお客様の貴金

属地金の預り残高を増加させるものとします。 

３ お客様が貴金属地金の売却を行った場合、当社は、当該売却に係る約定日の２営業

日後に、お客様が売却した貴金属地金についてはお客様の貴金属地金の預り残高を差

し引き、売却代金についてはお客様の預り現金残高を増加させるものとします。 

 

（消費寄託） 

第 11条 お客様は、当社で購入した貴金属地金について当社の保管サービスを利用する

ものとし、当社はお客様より預った貴金属地金をロンドンにおいて保管します。 

２ 当社は、前項によりお客様より預った貴金属地金について、外部業者に保管の委託

を行うことができるものとします。 

３ 第１項の保管は民法第６６６条に定める消費寄託の方法によるものとし、お客様は、

当社の保管サービスを利用した貴金属地金について、同種、同量の返還請求権を取得

するものとします。 

４ 当社は、消費寄託によりお客様より預った貴金属地金について、当社が適切と判断

する方法により運用できるものとします。 
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５ 消費寄託による運用収益の取扱いは当社が定めるものとします。 

 

（引出し及び入庫） 

第 12条 前条により当社の保管サービスを利用した貴金属地金をお客様が引き出そうと

するときは、当社が引出しの方法を指定することができるものとします。 

２ お客様は、当社に対して貴金属地金の入庫を行うことができないものとします。但

し、前項に係る貴金属地金であって当社が指定する入庫費用の支払いにお客様が同意

したものを除きます。 

 

（無利息） 

第 13条 当社は、金・プラチナ取引のためにお客様より預った現金について利息を付さ

ないものとします。 

 

（クーリングオフの非適用） 

第 14条 お客様がインターネットにより又は当社が勧誘を行うことなく行った貴金属地

金の売買について、お客様は成立した取引に係る売買契約の解除を請求することがで

きないものとします。 

 

（積立停止等） 

第 15条 お客様は、当社に申し出ることにより、月単位で、第９条第１項第１号に定め

る定額積立取引及び同項第２号に定める定量積立取引を停止することができるものと

します。 

２ 前項の場合、お客様は定額積立取引又は定量積立取引を停止しようとする月の前月

の所定の日時までに申し出るものとします。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には当社は積立を停止するものとしま

す。 

（１）定額積立取引において、お客様が当社に預け入れている現金残高、またはカード

会社が発行するクレジットカードを利用して、クレジットカード決済によりカード会

社を通して払い込ませる額が、当社が定める所定の回数連続してお客様が申し込んだ

購入代金に満たない場合 

（２）定量積立取引において、お客様が当社に預け入れている現金残高が、当社が定め

る所定の回数連続してお客様が申し込んだ購入重量に応じた当日の購入重量に係る購

入代金に満たない場合 

４ 前項各号に定める回数には、取引の継続に問題があると当社が認めて第１号又は第

２号の購入代金の引出しを当社が行わなかった場合を含むものとします。 
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（譲渡禁止） 

第 16条 お客様は、当社の書面による承諾なく金・プラチナ取引に係る貴金属地金の返

還請求権その他本規定に基づくいかなる権利義務も第三者に譲渡し、又は第三者のた

めの担保に供することができないものとします。 

２ 当社は、お客様が前項の規定に反したことによる紛議等については、責任を負わな

いものとします。 

 

（免責事項） 

第 17条 当社は、総合証券取引約款第５２条に掲げる事由（金・プラチナ取引に関して

合理的な読み替えを行うものとします。）のほか、次に掲げる事由その他の事由により、

当社の故意又は重過失によらず、お客様又は第三者に発生した損害（現実に発生した

通常かつ直接の損害を除きます。）については、その責を負わないものとします。 

（１）お客様の届出事項について生じた疑義について当社がお客様に確認を求めた場合

に、お客様がこれに応じないことにより、当社がお客様の取引注文を受け付けず若し

くは執行せず又は預り現金若しくは当社が保管する貴金属地金を返還しなかったこと 

２ 前項の規定は、同項の事由が当社の業務提携先事業者に発生した場合を含むものと

します。 

 

（契約解除） 

第 18条 当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、本契約を解除できる

ものとします。 

（１）お客様が本規定若しくは金・プラチナ取引に係る取引ルール、その他当社の約款、

規定若しくは取引ルール又は法令のいずれかに違反し、当社が金・プラチナ取引に係

る契約の解除を通告したとき 

（２）お客様が第５条の取引開始の要件を満たさなくなったとき 

（３）お客様が総合証券取引口座又は法人口座の解約を申し出たとき 

（４）その他やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき 

２ 前項の場合においてお客様が当社に貴金属地金を保管しているときは、当社は、お

客様に対して速やかに当該保管に係る貴金属地金を売却することを請求できるものと

します。 

 

（取引制限等） 

第 19条 当社は、お客様が前条第１項に該当すると判断した場合その他取引の継続が不

適当と判断した場合には、お客様の金・プラチナ取引を制限し又は停止することがで

きるものとします。 

 



C00333-06 
 

（供託） 

第 20条 当社は、第１２条第１項に基づきお客様より預った貴金属地金をお客様に送付

したにもかかわらず、お客様の引取りがなく相当期間を経過した場合は、お客様に通

知することなく当該貴金属地金を東京法務局に供託することができるものとします。

この場合、当社のお客様に対する一切の責任は終了し、送付に要した費用はお客様が

負担するものとします。 

２ 前項の場合において、実務上又は費用上の理由により前項の供託が困難と当社が判

断した場合、当社は、前項の貴金属地金の供託に代えて、供託の目的となる貴金属地

金を当社所定の方法により買い取り、売却代金を供託することができるものとします。 

 

（改定） 

第 21条 当社は、法令の変更、官公庁の指示その他の必要が生じたときに、民法第 548

条の４の規定に基づき本規定を改定できるものとします。改定を行う旨及び改定後の

規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、イ

ンターネット又はその他相当の方法により周知します。 

 

（合意管轄） 

第 22条 お客様と当社との間の本規定に関する訴訟については、当社本店の所在地を管

轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以上 

 

（２０２３年２月） 

 

 


